


～地震・津波災害編～

（２分冊の１）

東日本大震災の記録



 
はじめに  
 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災から２年が経過いたしました。 

ここに改めて，東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます

とともに，ご遺族や被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

１１日午後２時４６分，三陸沖で発生したマグニチュード９．０の巨大地震とそれに

伴う大津波は，東北地方及び関東地方に甚大な被害をもたらし，本県におきましては，

本震からわずか３０分後にマグニチュード７．７の最大余震が重ねて襲ったこともあり，

死者２４名，震災関連死４１名，行方不明者１名，負傷者７１２名の人的被害に加え，

住家被害が約２１万棟にも達しましたほか，道路，港湾，上・下水道，学校など多くの

施設が損壊しました。 

県では，地震発生当初から，国や市町村，警察，消防，自衛隊などとの連携・協力の

もと，全力を挙げて救助や救援活動をはじめ，ライフラインや道路・港湾等の早期復旧

に努めてまいりました。 

また，被災者支援や地域の復興に取り組む中で，多数のボランティアの皆様に助けて

いただくとともに，国内外から多くの義援金や救援物資，温かな励ましのお言葉などを

いただきました。皆様からのご支援に，改めて心から感謝申し上げます。 

県といたしましては，本格的な復興に向けて全力で取り組むとともに，この大震災を

乗り越えて，災害に強い県土づくりや，県民の皆様が安全，安心，快適に暮らせる「生

活大県」づくりを進め，本県をさらに発展させてまいりたいと考えております。 

一方，これまでの東日本大震災への取組を振り返り，次世代へ引き継いでいくことも

大切な使命の一つであります。 

本書は，東日本大震災における本県の被害状況，県や市町村，県内防災関係機関の初

動対応から概ね１年間の応急・復旧対策等について記録するとともに，その検証等を行

い，今後の防災対策や防災教育の基礎資料とすることをねらいとしております。 

本書が防災関係者のみならず，県民の皆様にも幅広く活用され，災害に強い安全・安

心な社会づくりの一助となれば幸いです。 

 

平成２５年３月  

茨城県知事  橋本 昌  
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資料集（電子媒体） 



○ 東日本大震災の記録 ～地震・津波災害編～ の発刊にあたって 

 

１ この記録誌では，東日本大震災の概要のほか，震災が発生した平成 23 年 3 月 11 日か

ら平成 24 年 3 月 31 日までの，地震・津波災害等への茨城県の対応の記録等を記載して

います。 

  ※原子力災害編は，別途作成する予定です。 

 

２ 本文中の語句の意味などについては，特に断らない限り，次のとおりとします。 

・ 「東日本大震災」，「地震」：平成 23 年 3 月 11 日に発生した「平成 23 年（2011 年）

東北地方太平洋沖地震」の略 

・ 「県」:「茨城県」の略 

・ 「県庁」:「茨城県庁」の略 

・ 「知事」:「茨城県知事」の略 

・ 「副知事」:「茨城県副知事」の略 

・ (株)：株式会社の略 

・ 年の表記：年が省略されているものは，原則，平成 23 年の事象とします。 

・ 時刻の表記：24 時制とします。 

 

３ コラム寄稿者の役職等について 

基本的には，東日本大震災発生時又はその後の災害対応時の役職等とします。また，

（ ）書きの中は，平成 25 年 3 月末現在の役職とします。 

 

４ 資料集について 

  2 分冊の 2に付帯したＤＶＤの内容は以下のとおりです。 

（１）東日本大震災の記録 ～地震・津波災害編～ 

  本編 2冊分をＰＤＦにしたもの 

（２）茨城県災害対策本部の対応等 

 平成 23 年 3 月 11 日以降，県災害対策本部が報道機関等に公表した資料をＰＤＦ

にしたもの 

 ①災害対策本部の対応 

 ②ライフラインの状況 

 ③県及び市町村の避難受入状況 

 ④住宅被害 

（３）茨城県内市町村東日本大震災写真 

 市町村から県に提供していただいた公表可能な写真一覧 

（４）茨城県地域防災計画 ～地震災害対策計画編～ 

（５）茨城県地域防災計画 ～津波災害対策計画編～ 

  ４，５は平成 24 年 3 月 26 日に改定された県地域防災計画をＰＤＦにしたもの 

 


